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◯13番（上原みなみ君） 新世代こうべの上原みなみです。大変盛り上がりました質問の

後，トリを務めさせていただきます。 

 私は，本日市長に対して，３点お伺いしたいと思っております。 

 まず１点目です。敬老優待乗車制度についてお伺いいたします。 

 敬老優待乗車制度は，高齢者の移動を支援し，社会参加を促進する目的で，現在，市内

在住の満 70 歳以上の高齢者が対象交通機関をほぼ半額で利用できるという制度になって

います。しかし，対象交通機関は鉄道では市営地下鉄，ポートライナー，六甲ライナー，

バスは神戸市バスを初め，民間バスにも適用されるものの，ＪＲや阪神電車，阪急電車，

山陽電鉄，神戸電鉄や北神急行，そして一部の民間バスでは利用できない制度です。 

 このように，制度の対象交通機関が限定されていることから，対象交通機関が利用でき

る地域に住んでいるか否かによって，同じ神戸市内在住の高齢者でありながら不公平にな

り得る市民サービスであると言わざるを得ません。実際に，行政区別の利用実績を見てみ

ますと，一月当たりの平均利用が東灘区では１人 6.6回，北区は８回なのに対し，北須磨

支所では 15.6回の利用があり，平均値でも住む場所によって２倍か，それ以上の格差があ

る市民サービスとなっています。これは，北須磨支所のエリアが市バスと市営地下鉄をと

もに利用できる地域であり，敬老優待乗車制度の対象交通機関２つのサービスを受けるこ

とができることから，利用回数が多くなっているのですが，例えば北須磨エリアの高齢者

が毎日市バスと地下鉄を名谷から三宮まで乗り継ぎ外出された場合，往復 500円の割引サ

ービスとなり，一月当たり１万 5,000円の市民サービスが受けられるのに対し，対象交通

機関が１つも利用できない地域にお住まいの方というのは，高齢者であれ，サービスはゼ

ロ，年間 18万円の市民サービス格差が出ることになります。 

 まず，これほど不公平な制度を 40 年以上平等な市民サービスにしようと改善しないま

ま継続している神戸市政に対して久元市長の新たな目線としての御見解をお伺いします。 

 次に，生ごみ処理機購入助成についてお伺いします。 

 家庭用生ごみ処理機とは，生ごみを投入すると，微生物が有機物を分解するバイオ式タ

イプのものや，温風等による加熱によって生ごみの中の水分を蒸発させることで，生ごみ

の減量化と微生物の不活性化を行う仕組みの乾燥式タイプのものがあり，これらの処理に

より，生ごみが７分の１から 10分の１ぐらいにまで減量できるものです。 

 また，その処理物は堆肥化して，家庭菜園に利用することもできます。つまり，生ごみ

を出す必要がなくなるか，出してもこれまでの７分の１から 10分の１ぐらいとなります。 

 この生ごみ処理機は各メーカーで５万円から８万円台ぐらいで販売されていますが，ご

みの減量によるＣＯ２削減効果や，ごみ収集・焼却コスト，それに係る燃料削減など，環

境配慮の観点から購入する際，助成金を出している市が多くなっています。政令指定都市

では，助成金の上限が５万円という熊本市を初め，平均２～３万円の助成金を 16の市で設



けている一方，福岡市，大阪市，堺市，神戸市だけが助成金制度のない市となっています。

兵庫県下でも半分以上の市が生ごみ処理機購入助成金制度を設けております。生ごみ処理

機が普及すれば，ごみの減量に伴い，ごみ焼却場を減らすこともできますし，それに伴い，

ごみ収集や処理に係る人件費も大幅にカットできます。 

 当然ですが，ＣＯ２排出量も削減できます。環境モデル都市に選定され，低炭素社会実

現を目指す神戸市は，家庭部門の省エネでは，１世帯当たりＣＯ２排出量を国内トップレ

ベルにと目標設定されています。この目標を達成するためにも，神戸市こそ率先して生ご

み処理機を普及させるための購入助成金制度を実施すべきと考えますが，御見解をお伺い

いたします。 

 最後に，プロ公務員養成のための人事についてお伺いします。 

 兵庫県が実施している県広報コンクールにおいて市の部門では川西市の広報紙が４年連

続特選を受賞しています。神戸市は，第 60回で川西市と並んで特選となっていますが，そ

の後，進んだ全国広報コンクールにおいて入選したのは川西市だけ，神戸市は選外でした。

神戸市には，広報専門官というプロがいるにもかかわらず，なぜ広報ＫＯＢＥは広報かわ

にしより評価が低いのでしょうか。 

 広報紙制作を担当する職員は，神戸市が４人，川西市が５人です。もちろん，両市とも

広報紙以外の業務もされておられます。また，広報紙作成において神戸市は撮影，デザイ

ン，編集を業者に委託しているのに対し，川西市は撮影以外，全て市の職員が手がけてお

られます。外部のプロがデザインや編集をしている広報ＫＯＢＥが公務員が自前でつくっ

ている広報かわにしより評価が低いのです。 

 実際に，私が見比べてみましても，この広報かわにしのほうが，明らかにデザイン性に

すぐれ，見やすさの観点からも格段にクオリティーが高いと感じます。 

 つまり，川西市の公務員によるデザイン・編集スキルは，デザイン会社以上にすぐれて

いるということです。それは，広報紙制作に携わる職員の在籍年数が川西市では長い職員

で 16年，つまり，公務員とはいえ，もはや広報紙制作のプロとなっていからだと推察しま

す。 

 一方，神戸市は，長くても３年で異動となります。そこで，広報紙制作を初め，観光部

門など，センスや才能とも言える個人の資質や適性が大きく必要とされる業種の担当は，

庁内公募による選定をした上で，プロを養成して，長く携わってもらうという人事にすべ

きと考えますが，いかがでしょうか。 

 以上，３点，どうかよろしくお願いいたします。 

 （「議長」の声あり） 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

◯市長（久元喜造君） 上原議員にお答えを申し上げます。 



 私からは，プロ公務員養成のための人事につきましてお答えを申し上げます。 

 上原議員の御指摘は，広報を例にとられて，市役所の人事のあり方について御指摘をい

ただいたと。そして，あわせてその広報のあり方についても御指摘をいただいたと，そう

理解をしております。 

 そこで，本市の人事異動の基本的な方針ですけれども，おおむね３年から５年のサイク

ルで局の間を異動することを基本にしておりまして，積極的な人事交流を行うことでゼネ

ラリストの養成を図るということを基本にしながら，一方で分野によっては，スペシャリ

ストの養成も必要だと，こういうことで人事異動が行われているというふうに理解をして

おります。 

 組織には，ゼネラリストとスペシャリストと両方おります。両方おりますが，これは私

の印象ですけれども，神戸市はややゼネラリスト養成のほうにウエートを置き過ぎている

のではないかなという気がしております。やはりそれぞれの専門分野に通じた職員をしっ

かりと養成をしていくということが必要です。特に，専門的な技術の分野ですね──土木

ですとか，建築ですとか，造園とか，環境監視や，福祉や，さまざまな分野がありますが，

そういう分野についてはしっかりとした技術力を持ったスペシャリストを養成する。同時

に，そのスペシャリストが自分の専門分野だけを理解するのではなくて，自分が持ってい

る専門分野を通じて，市政の課題全体を広やかに見渡して，そして幅広い視点から自分の

専門分野に取り組んでいくということが重要だろうと思いますし，またそれぞれの専門分

野の職員も，狭い意味での専門分野の部署だけではなくて，もっと違う，事務職員がつい

ている職種にも，もう少しついて，見識とか行政経験を広げるというような，そういうよ

うな人事方針もあってもいいのではないかというふうに思っておりますので，いわばプロ

を養成するということも重視をした人事ということに心がけるべきではないかというよう

な御指摘につきましては，そういう点も踏まえながら，今後の人事を行っていきたいと思

います。 

 ただ，同時に広報という分野で庁内公募を行って，長く広報に携わらせるのがいいのか

どうかということについては，若干の議論もあろうかと思います。 

 広報は，やはり役所の中だけで考える──確かに川西は成果を上げているという面もあ

ろうかと思うんですけれども，やはり広報の分野は，民間でのセンスとか，民間での経験

とか，あるいはいろんな広報の動向ということを活用するということも必要ですので，そ

ういう経験がある職員を外から入ってきてもらうとか，あるいは外注ということになりま

すけれども，そういうような民間の企業を活用するということは，これはあながち否定さ

れるべきものではないというふうに思いますので，広報の職員の養成のあり方ということ

につきましては，御指摘も踏まえながら検討させていただきたいと思います。 

 ちなみに，広報かわにしにつきまして，私も読ませていただきましたが，広報かわにし

が圧倒的によくて，私どもの広報ＫＯＢＥがもう箸にも棒にもかからんというふうには私

は思いません。広報かわにしのすぐれている面もあると思いますので，そういう点はしっ



かりと取り入れながら，広報の充実，センスのよい広報ということにも取り組んでいきた

いというふうに思います。 

 ほかの御質問につきましては，副市長と環境局長からお答えをさせていただきます。 

 （「議長」の声あり） 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

◯副市長（玉田敏郎君） 敬老優待乗車制度の質問にお答えいたします。 

 この制度，スタートは昭和 48年，市バスを対象にスタートいたしました。その後，民間

のバスに対象を広げていきました。鉄道に関しましては，60年に地下鉄，平成２年に新交

通ということに対象を広げたわけですけれども，この制度の目的ということから申し上げ

ますと，やはり日常生活における移動支援ということですから，そういう観点からいいま

すと，近距離輸送の手段であるバスのやはり基本だというふうに考えております。 

 鉄軌道につきましては，平成４年のときに優待乗車制度の検討を懇話会を設置いたしま

して，鉄軌道への考え方ということで，整理をしていただいておりますけれども，例えば，

ポートライナー，六甲ライナー等は，新交通は地域住民の日常に非常に深くかかわってい

る鉄道であり，中量交通軌道，それから地下鉄は市内の主要都心とか，住宅地を結ぶ，い

わば中動脈というふうな考え方をしています。それ以外のＪＲ，阪神，阪急，山陽，神鉄

は，市域にとらわれることなく，都市間を結ぶ大動脈というふうな位置づけをされており

まして，そういうことから，それぞれ機能が違うので，全て同一に扱うということではな

くて，やはり現在，その最初に申し上げましたポートライナー，六甲ライナー，それから

地下鉄，こういうことについては対象としておるわけですけども，鉄軌道に拡大するとい

うふうなことについては，慎重に対応すべきものだというふうな答申をいただいて，それ

にのっとって考えていっております。 

 敬老優待乗車証，今，20万枚発行しておりますけれども，利用の，先ほど回数がいろい

ろ違うということも御指摘ございましたけれども，交付についても，全員の方が交付を受

けておられるわけではないんですけれども，交付率といいますか，それを見てみますと，

大体 75％ぐらいが平均として，60％から 70％，高いところで 80％ということでございま

すけれども，そう行政区によって大差はないのではないかなと考えています。 

 我々としては，この制度はいろんな厳しい財政状況の中ではありますけれども，市と交

通事業者と利用者で支え合って，この制度を維持していくというふうに努めていきたい─

─長期的に維持できるように努めていきたいと。その制度とは別に，平成 26年度の予算で

神戸電鉄支援の一環といたしまして，今後増加が予想されるシニア層を対象に，新たな利

用促進策を検討していくということで，200万円の調査費を計上したところでございます。 

 （「議長」の声あり） 

 



------------------------------------------------------------------------------- 

 

◯環境局長（大森正明君） 私からは，生ごみ処理機購入助成金の導入について御答弁さ

せていただきます。 

 生ごみの減量化，我々といたしましても，３Ｒの中で非常に優先度の高い施策というふ

うに考えてございます。 

 ただ，御指摘の助成制度でございますけれども，本市では過去に庭や畑に埋め立て堆肥

化する生ごみ堆肥化容器というのを，それの購入助成制度を実施しておりました。ただ，

残念ながら 16 年度に外部評価委員による事務事業評価におきまして，再検証が必要であ

ると，そういう評価を受けたということとあわせまして，助成件数も相当減ってきたとい

うこともございまして，17年度から廃止したところでございます。 

 それにかわる我々の取り組みということでございますけれども，生ごみの堆肥化の取り

組みとして，電気を使用せず，安価で取り組みができるということで，マンション等の集

合住宅のベランダなどでも取り組める段ボールコンポスト普及・啓発を行っているところ

でございます。 

 具体的には市のホームページ，あるいはチラシで啓発を行っているほか，出前トーク，

あるいはリサイクル工房の教室などで講習会を開催し，市民の方に家庭で実際に堆肥化に

取り組んでいただいているところでございます。 

 今後につきましては，引き続き啓発活動により，実際に生ごみの減量に取り組む活動を

ふやしていくということで，さらなる循環型社会の実現を目指していきたいというふうに

考えてございます。 

 以上でございます。 

 （「議長」の声あり） 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

◯13番（上原みなみ君） 時間がありませんので，まず生ごみ処理機のほうなんですけれ

ども，啓発活動，啓発活動とおっしゃいますけども，生ごみの減量化，全然できてないん

ですよね。ずっと一定なんです。ですから，そういうことで時間外勤務ばっかりつけるの

はやめていただきたいと思います。 

 再質問は１点だけさせていただきます。 

 バスなんですけども，敬老優待乗車制度の件なんですけども，バスは近距離輸送だから，

制度の目的に合っている，しかし，ＪＲや阪急，阪神は都市間の市域全体で行き来する交

通網だからというお話がありましたけども，バスを調べてみますと，バス路線が近距離と

いうことはないです。2.9キロから最長 14.5キロの路線がありますので，一概に近距離だ

とは限りません。また，鉄軌道への拡大に関しても，財政負担がまた大きくなるからとい



うことで，これ以上拡大しにくいというお話でしたけれども，財政負担をふやさなくても，

公平化を図る方法もあります。それを１つ提案させていただきます。 

 神戸市の敬老優待乗車制度予算は 35億円，これを平成 25年３月現在の対象者数で割り

ますと，１人当たり年間１万 3,000円になります。例えば，これを一定の補助額としてチ

ャージしたＩＣカードを交付するサービスに変更すれば，全ての交通機関で敬老優待乗車

制度が利用できることとなり，高齢者の移動支援と社会参加の促進という，本来の目的の

あり方に，より多くの高齢者を近づけることができると思います。調べてみますと，姫路

市では，４月からＪＲにおいてＩＣＯＣＡカードに 8,000円をチャージして支給するとい

う手法が実施されることになっています。 

 また，現行の敬老優待乗車制度では，交通事業者への収入が 93％にとどまり，民間も含

めた事業者負担が生じていますが，提案した手法では，これも解消することができます。

久元市長は，神戸電鉄にも敬老優待乗車制度と同等なサービスを検討すると提言され，来

年度予算で調査費を計上されていますが，一定補助額をチャージしたＩＣカードなら，10

億から 30億かかると言われる改札機の改修なども不要ですし，神戸電鉄に限らず，北神急

行やＪＲ，阪急・阪神電車，またその他のバスにも利用できますので，簡単に制度を公平

化することが可能です。ぜひ，御検討いただきたいと考えますが，いかがでしょうか。 

 （「議長」の声あり） 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

◯市長（久元喜造君） 具体的な御提案をいただいたわけですけれども，ＩＣカードはで

すね，これはどこにでも使えるわけですよね，大阪に行くのも使えますし，たしか去年か

らは私も使っておりますけど，東京でも使えるわけです。そういうことから言いますと，

やはりこの敬老優待乗車制度は，やはり地域レベルでの住民の皆さんの足を確保するとい

うことが目的ですから，ちょっとそこから離れるおそれがあるのではないかという気がい

たしますので，御提言として受けとめさせていただきたいと思います。 

 （「議長」の声あり） 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

◯13番（上原みなみ君） ＩＣカードでも，そういういろいろ，どこに行ったかという経

歴が出るわけですから……。 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

◯13番（上原みなみ君） やはり市内で使っていただくという取り組みができると思いま



すので，ぜひ御検討ください。ありがとうございました。 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

◯市長（久元喜造君） ２月議会の終了に当たりまして，一言御挨拶を申し上げます。 

 本定例市会には平成 26年度予算案及びこれに関連する多数の議案，並びに平成 25年度

補正予算案などの諸議案を御提案申し上げました。 

 議員各位におかれましては，１カ月余りの長期にわたり，終始熱心に御審議を賜り，昨

日，原案どおり議決をいただきました。厚く御礼を申し上げます。 

 今後，本会議，委員会審議等におきまして賜りました貴重な御意見につきましては，そ

の趣旨を十分尊重いたしまして，市政運営を進めてまいります。 

 御承認いただきました平成 26年度予算は，人口減少社会，少子・超高齢社会への対応を

念頭に輝ける未来創造都市の実現を目指した神戸の元気創造予算として，消費税率の引き

上げに対応した経済対策，総合交通体系の整備を重点とする将来を見据えた神戸のまちづ

くり，さらには，都市間競争の中で重要となる全ての市民が安心できる暮らしづくりを進

める第一歩として，さまざまな施策や事業を盛り込ませていただきました。特に，三宮周

辺・ウオーターフロント地区における都心の再生，計画的開発団地のリノベーション，市

街地西部地域の活性化，神戸医療産業都市の推進など，将来にわたる重要な政策課題につ

きましては，議会や市民の皆様の御意見をいただきつつ，民間の知恵も生かしながら，さ

らなる展開を目指して積極的に取り組んでまいる所存でございます。 

 また，平成 25年度補正予算では，国の好循環実現のための経済対策に対応して，道路，

橋梁，学校などの公共施設の長寿命化対策を初めとした市民の暮らしに身近な投資を確保

いたしました。地元企業の受注機会と，市民の雇用を確保し，神戸経済の活性化につなげ

てまいります。 

 なお，先ほど理化学研究所から発表があり，エクサスケール・スーパーコンピューター

の神戸での立地が決定いたしました。（拍手） 

 これもひとえに議員の皆様など，関係各位のお力添えによるものと，心より感謝を申し

上げます。 

 また，国家戦略特区の地域指定につきましても，本日，この後，国家戦略特別区域諮問

会議において正式決定する予定であると伺っており，本市を含む京阪神地域の指定に非常

に大きな期待を寄せております。 

 最後になりましたが，議員各位の一層の御健勝をお祈り申し上げまして，まことに簡単

ではありますが，２月議会終了の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

（拍手） 


